

	Text1:  地表面粗度区分 Ⅱ 
	Text3: 建築基準法施行令第87条第2項に規定するＶoの値は、「３４」です。
	Text4:  地表面粗度区分 Ⅲ 
	Text5: 上記以外　「Ⅲ」
	Text2: 地表面粗度区分は下記のとおりとなります。
	Text6: 湖岸線から５００ｍ以内の地域　「Ⅱ」


